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  個人情報が掲載されている議案については、当該個人情報に係る部分を省略し、又は加

工しているため、内容の一部、ページ番号又は目次が議案書の原本と異なっている場合が

あります。 



 

議 案 名 

議案第５７号 平成２９年度上尾市一般会計歳入歳出決算の認定につ 

いて…………………………………………………………… １ 

議案第５８号 平成２９年度上尾市国民健康保険特別会計歳入歳出決 

算の認定について…………………………………………… ２ 

議案第５９号 平成２９年度上尾市公共下水道事業特別会計歳入歳出 

決算の認定について………………………………………… ３ 

議案第６０号 平成２９年度上尾市介護保険特別会計歳入歳出決算の 

認定について………………………………………………… ４ 

議案第６１号 平成２９年度上尾市後期高齢者医療特別会計歳入歳出 

決算の認定について………………………………………… ５ 

議案第６２号 平成２９年度上尾市水道事業会計決算の認定について 

………………………………………………………………… ６  

議案第６３号 平成３０年度上尾市一般会計補正予算（第２号）………別冊  
議案第６４号 平成３０年度上尾市国民健康保険特別会計補正予算 

（第１号）……………………………………………………別冊 

議案第６５号 平成３０年度上尾市介護保険特別会計補正予算（第１  

号）……………………………………………………………別冊 

議案第６６号 市長及び副市長の給与等に関する条例の一部を改正す 

る条例の制定について……………………………………… ７ 

議案第６７号 上尾市建築基準法等関係手数料徴収条例の一部を改正 

する条例の制定について……………………………………１２ 

議案第６８号 上尾市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員 

の定数を定める条例の一部を改正する条例の制定につ 

いて……………………………………………………………１４ 

議案第６９号 上尾市都市公園条例の一部を改正する条例の制定につ 

いて……………………………………………………………１５ 

議案第７０号 上尾市公共下水道事業の設置等に関する条例の制定に 

ついて…………………………………………………………２０ 

議案第７１号 工事請負契約の締結について………………………………２３ 

議案第７２号 財産の取得について…………………………………………２４  

議案第７３号 財産の取得について…………………………………………２５ 



 

議案第７４号 市道路線の認定について……………………………………２６  

議案第７５号 損害賠償の額を定め、和解することについて……………２７ 

議案第７６号 損害賠償の額を定め、和解することについて……………２８  

議案第７７号 教育委員会委員の任命について……………………………２９ 

 

 

 

 

 



－1－ 

議案第５７号  

平成２９年度上尾市一般会計歳入歳出決算の認定について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、

平成２９年度上尾市一般会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議

会の認定に付する。  

平成３０年８月２９日提出  

                                  上尾市長  畠 山  稔     

 決算書別冊のとおり  
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議案第５８号  

平成２９年度上尾市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、

平成２９年度上尾市国民健康保険特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意

見を付けて議会の認定に付する。  

平成３０年８月２９日提出  

                                上尾市長  畠 山  稔     

 決算書別冊のとおり  
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議案第５９号  

平成２９年度上尾市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、

平成２９年度上尾市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の

意見を付けて議会の認定に付する。  

平成３０年８月２９日提出  

上尾市長  畠 山  稔     

 決算書別冊のとおり  
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議案第６０号  

平成２９年度上尾市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、

平成２９年度上尾市介護保険特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を

付けて議会の認定に付する。  

平成３０年８月２９日提出  

                                  上尾市長  畠 山  稔     

 決算書別冊のとおり  
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議案第６１号  

平成２９年度上尾市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、

平成２９年度上尾市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の

意見を付けて議会の認定に付する。  

平成３０年８月２９日提出  

                                  上尾市長  畠 山  稔     

 決算書別冊のとおり  
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議案第６２号  

平成２９年度上尾市水道事業会計決算の認定について  

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定によ

り、平成２９年度上尾市水道事業会計決算を別紙監査委員の意見を付けて議

会の認定に付する。  

平成３０年８月２９日提出  

上尾市長  畠 山  稔  

決算書別冊のとおり  
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議案第６６号  

市長及び副市長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて  

市長及び副市長の給与等に関する条例の一部を改正する条例を次のように

定める。  

平成３０年８月２９日提出  

上尾市長  畠 山  稔  

市長及び副市長の給与等に関する条例の一部を改正する条例  

市長及び副市長の給与等に関する条例（昭和４４年上尾市条例第２号）の

一部を次のように改正する。  

第４条第３項中「から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数」を削る。  

第４条の２の次に次の２条を加える。  

（給料及び地域手当の支給の一時差止め）  

第４条の３ 市長は、市長等が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾

留その他の身体の拘束を受けたときは、第４条の規定にかかわらず、当該

身体の拘束を受けた日から身体の拘束を解かれる日までの期間（以下「逮

捕等期間」という。）に係る市長等の給料及び地域手当の支給を一時差し

止めるものとする。  

２ 前項の規定による給料及び地域手当の支給を一時差し止める処分（以下

この条において「給料及び地域手当の一時差止処分」という。）を受けた

者は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第１８条第１項本文に

規定する期間が経過した後においては、当該給料及び地域手当の一時差止

処分後の事情の変化を理由に、市長に対し、その取消しを申し立てること

ができる。  

３ 第１項の規定により一時差し止める給料及び地域手当の額は、各月にお

ける逮捕等期間の日数（市長等の給料及び地域手当の支給期日以後に逮捕

等期間が始まったときの当該支給期日の属する月の逮捕等期間の日数を除

く。）に応じて、当該逮捕等期間の属する月の現日数（月の初日から末日

までの間において市長等の職に就いていない期間があるときは、当該市長

等の職に就いていない期間の日数を現日数から差し引いた日数）を基礎と

して日割りにより計算して得た額とする。  
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４ 市長は、給料及び地域手当の一時差止処分について、次の各号のいずれ

かに該当するに至った場合には、速やかに当該給料及び地域手当の一時差

止処分を取り消さなければならない。ただし、第３号に該当する場合にお

いて、給料及び地域手当の一時差止処分を受けた者が刑事事件に関し現に

逮捕されているときその他これを取り消すことが給料及び地域手当の一時

差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。  

(1) 給料及び地域手当の一時差止処分を受けた者について、当該給料及び

地域手当の一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴

を提起しない処分があった場合  

(2) 給料及び地域手当の一時差止処分を受けた者について、当該給料及び

地域手当の一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し無罪

の判決（無罪の判決と同様の効果を有するものを含む。）が確定した場

合  

(3) 給料及び地域手当の一時差止処分を受けた者について、当該給料及び

地域手当の一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し起訴

をされることなく身体を拘束する処分を受けた日から起算して１年を経

過した場合  

５ 前項の規定は、市長が、給料及び地域手当の一時差止処分後に判明した

事実又は生じた事情に基づき、給料及び地域手当の支給を差し止める必要

がなくなったとして当該給料及び地域手当の一時差止処分を取り消すこと

を妨げるものではない。  

６ 市長は、給料及び地域手当の一時差止処分を行う場合は、当該給料及び

地域手当の一時差止処分を受けるべき者に対し、当該給料及び地域手当の

一時差止処分の際、給料及び地域手当の一時差止処分の事由を記載した説

明書を交付しなければならない。  

（給料及び地域手当の不支給）  

第４条の４ 市長等が次の各号のいずれかに該当する場合は、第４条の規定

にかかわらず、当該各号に定める期間に係る給料及び地域手当を支給しな

い。  

(1) 刑事事件により有罪の判決が確定した場合 逮捕等期間  

(2) 刑事事件の刑の執行のため刑事施設に拘置された場合 当該刑事施設
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に拘置された期間  

(3) 刑事事件について罰金又は科料の言渡しを受け、これらを完納しない

ことにより労役場に留置された場合 当該労役場に留置された期間  

２ 前条第３項の規定は、前項の規定により支給しないこととする給料及び

地域手当の額について準用する。この場合において、同条第３項中「日数

（市長等の給料及び地域手当の支給期日以後に逮捕等期間が始まったとき

の当該支給期日の属する月の逮捕等期間の日数を除く。）」とあるのは、

「日数」と読み替えるものとする。  

３ 前２項の規定により支給しないこととする給料及び地域手当のうち既に

支給された給料及び地域手当があるときは、当該給料及び地域手当の支給

を受けた者は、これらを返納しなければならない。  

第５条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「（期末手当）」を付し、

同条第１項中「（第１号を除く。）」を削る。  

第５条の２及び第５条の３を次のように改める。  

（期末手当の支給の一時差止め）  

第５条の２ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定に

かかわらず、市長等（同条第１項後段の規定に該当する市長等を含む。以

下この条及び第５条の４において同じ。）の当該各号の基準日に係る期末

手当の支給を一時差し止めるものとする。  

(1) 市長等に、基準日前６月以内又は基準日から市長等に当該基準日に係

る期末手当を支給すべき日（以下「支給日」という。）の前日までの期

間において逮捕等期間がある場合で、当該身体の拘束を受けた理由とな

った行為に係る刑事事件に関し判決が確定していないとき。  

(2) 基準日前６月以内又は基準日から支給日の前日までの期間において、

市長等から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきその者に

犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を

支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する

制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認める

とき。  

２ 第４条の３第２項の規定は、前項の規定による期末手当の支給を一時差

し止める処分（以下「期末手当の一時差止処分」という。）を受けた者に
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ついて準用する。  

３ 第１項の規定により一時差し止める期末手当の額は、前条第２項に規定

する期末手当の額の全額とする。  

４ 第４条の３第４項から第６項までの規定は、期末手当の一時差止処分に

ついて準用する。この場合において、同条第４項第３号中「受けた日」と

あるのは、「受けた日又は第５条の２第１項第２号の規定に該当するに至

った日」と読み替えるものとする。  

（期末手当の不支給）  

第５条の３ 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第５条の規定に

かかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当（第３号の規定に該当する

者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当）を支給しない。  

(1) 基準日から支給日の前日までの間に懲戒免職の処分を受けた者  

(2) 基準日から支給日の前日までの間に公職選挙法第１１条第１項各号若

しくは同法第２５２条又は政治資金規正法第２８条の規定に該当して失

職した者  

(3) 期末手当の一時差止処分を受けた者（当該処分を取り消された者を除

く。）で、刑事事件により有罪の判決が確定したもの  

(4) 基準日前６月以内又は基準日から支給日の前日までの間に刑事事件に

より有罪の判決が確定した者で、その者に対し期末手当を支給すること

が、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正か

つ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるもの（前号に

規定する者を除く。）  

２ 前項の規定により支給しないこととする期末手当のうち既に支給された

期末手当があるときは、当該期末手当の支給を受けた者は、これを返納し

なければならない。  

第５条の４に見出しとして「（その他）」を付する。  

附 則  

（施行期日）  

１ この条例は、公布の日から施行する。  

 （適用） 

２ この条例による改正後の市長及び副市長の給与等に関する条例（以下
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「新条例」という。）第４条の３の規定は、この条例の施行の日（以下

「施行日」という。）以後に逮捕、勾留その他の身体の拘束を受けた期間

がある場合の施行日以後の当該身体の拘束を受けた日から身体の拘束を解

かれる日までの期間に係る市長及び副市長（以下「市長等」という。）の

給料及び地域手当について適用する。 

３ 新条例第４条の４の規定は、施行日以後に同条第１項各号のいずれかに

該当し、かつ、当該各号に定める期間が施行日以後にある場合の施行日以

後の当該期間に係る市長等の給料及び地域手当について適用する。 

４ 新条例第５条の２の規定は、施行日以後に同条第１項各号のいずれかに

該当する事由がある場合の市長等の期末手当について適用する。 

５ 新条例第５条の３第１項第４号の規定は、施行日以後に同号に該当する

事由がある場合の市長等の期末手当について適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

市長及び副市長に支給する給料、地域手当及び期末手当について、支給

の一層の適正化を図り、もって公務に対する市民の信頼確保に資するため、

その支給要件を改めたいので、この案を提出する。   
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議案第６７号  

上尾市建築基準法等関係手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定

について  

上尾市建築基準法等関係手数料徴収条例の一部を改正する条例を次のよう

に定める。  

平成３０年８月２９日提出  

上尾市長  畠 山  稔  

上尾市建築基準法等関係手数料徴収条例の一部を改正する条例  

上尾市建築基準法等関係手数料徴収条例（平成１２年上尾市条例第２５号）

の一部を次のように改正する。  

別表第２中４８の項を５０の項とし、３７の項から４７の項までを２項ず

つ繰り下げ、同表３６の項中「仮設建築物の」を「仮設興行場等の」に、

「仮設建築物建築許可申請手数料」を「仮設興行場等建築許可申請手数料」

に改め、同項を同表３７の項とし、同項の次に次のように加える。  

３８ 法第８５条第６項の規定

に基づく仮設興行場等の建築

の許可の申請に対する審査  

国際的な規模の会議

等の用に供する仮設

興行場等建築許可申

請手数料  

１件につきあ

１６万円  

別表第２中３５の項を３６の項とし、４の項から３４の項までを１項ずつ

繰り下げ、同表３の項中「第４３条第１項ただし書」を「第４３条第２項第

２号」に改め、同項を同表４の項とし、同表２の項の次に次のように加える。  

３ 法第４３条第２項第１号の

規定に基づく建築の認定の申

請に対する審査  

建築物の敷地と道路

との関係の建築認定

申請手数料  

１件につきあ

２万７，００

０円  
附 則  

この条例は、公布の日又は建築基準法の一部を改正する法律（平成３０年

法律第６７号）附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日

から施行する。  
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提案理由 

建築基準法の一部改正に伴い、国際的な規模の会議等の用に供する仮設

興行場等の建築許可申請等に係る手数料を定めたいので、この案を提出す

る。  
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議案第６８号 

上尾市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める

条例の一部を改正する条例の制定について 

上尾市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

の一部を改正する条例を次のように定める。 

平成３０年８月２９日提出 

上尾市長  畠 山  稔 

上尾市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める

条例の一部を改正する条例 

上尾市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

（平成２７年上尾市条例第４４号）の一部を次のように改正する。 

第３条中「１１人」を「９人」に改める。 

附 則  

 （施行期日）  

１ この条例は、公布の日から施行する。  

 （適用区分）  

２ この条例による改正後の上尾市農業委員会の委員及び農地利用最適化推

進委員の定数を定める条例第３条の規定は、この条例の施行の日に在任す

る農地利用最適化推進委員の任期満了の日（以下「任期満了日」という。）

の翌日以後に委嘱する農地利用最適化推進委員について適用し、任期満了

日までに委嘱された農地利用最適化推進委員については、なお従前の例に

よる。  

 

 

 

 

 

 

提案理由  

市内の農地面積の算定方法が変更になったことに伴い、農地利用最適化

推進委員の定数を見直したいので、この案を提出する。  
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議案第６９号 

   上尾市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

 上尾市都市公園条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  平成３０年８月２９日提出 

                  上尾市長  畠 山  稔 

   上尾市都市公園条例の一部を改正する条例  

 上尾市都市公園条例（昭和４８年上尾市条例第２８号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第３条第１項第４号中「使用する」を「利用する」に改め、同条第４項中

「使用」を「利用」に改める。 

第６条の見出し中「使用」を「利用」に改め、同条中「使用者」を「利用

者」に、「使用を」を「利用を」に改める。 

第７条第１項中「使用させる」を「利用させる」に改め、同条第２項中

「前項の施設」を「有料の公園施設」に、「使用しようとする」を「利用し

ようとする」に、「の承認」を「（パークゴルフ場にあっては、指定管理者

（第１８条に規定する指定管理者をいう。次条及び第７条の３において同

じ。）。次項において同じ。）の許可」に改め、同条第３項中「使用させ、」

を「利用させ、」に、「使用させない」を「利用させない」に改める。 

第７条の２の見出し中「使用」を「利用」に改め、同条第１項中「使用」

を「利用」に、「１２月３１日から翌年の１月２日まで」を「１２月２９日

から翌年の１月３日まで」に改め、「別表第２の上平公園の」を削り、「３

月３１日」を「３月末日」に改め、同条第２項中「（第１８条に規定する指

定管理者をいう。次条において同じ。）」を削り、「前項」を「前２項」に、

「使用」を「利用」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の

１項を加える。 

２ 前項に規定するもののほか、パークゴルフ場にあっては、毎週月曜日

（その日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）第３条

に規定する休日（元日を除く。）に当たるときは、その日後においてその

日に最も近い休日でない日）を利用に供さない日とする。 

第７条の３（見出しを含む。）中「使用時間」を「利用時間」に改め、同

条第１号中「１１月３０日」を「１１月末日」に改め、同条に次の１号を加
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える。 

 (3 ) パークゴルフ場 次のアからウまでに掲げる期間の区分に応じ、当該

アからウまでに定める時間 

  ア ６月１日から８月末日までの期間 午前８時から午後６時まで 

  イ １１月１日から翌年の２月末日までの期間 午前９時から午後４時

まで 

  ウ ア及びイ以外の期間 午前９時から午後５時まで 

 第９条第１項第１号ア中「。以下同じ」を削る。 

 第１１条第１項中「又は承認」を削り、同条第２項各号列記以外の部分中

「又は承認」を削り、同項第２号中「使用」を「利用」に改める。 

 第１２条中「の許可」を削り、「使用の承認」を「許可」に改める。 

 第１４条の見出しを「（使用料の額等）」に改め、同条第３項中「公園施

設」の次に「（パークゴルフ場を除く。第１６条の２において同じ。）」を

加え、「使用しようとする」を「利用しようとする」に改め、同項ただし書

中「使用する」を「利用する」に改める。 

 第１５条第１項中「又は使用の承認」を削る。 

 第１６条を次のように改める。 

 （使用料の減免） 

第１６条 市長は、特別の必要があると認めるときは、使用料を減額し、又

は免除することができる。 

 第１６条の２を第１６条の３とし、第１６条の次に次の１条を加える。 

 （使用料等の還付） 

第１６条の２ 既納の使用料又は占用料は、還付しない。ただし、次の各号

のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付する。 

 (1 ) 都市公園の管理上特に必要があるため、市長が許可を取り消したとき。 

 (2 ) 有料の公園施設の管理上特に必要があるため、市長が許可を取り消し

たとき。 

 (3 ) 第３条第１項若しくは第３項又は第７条第２項の許可を受けた者の責

めに帰することができない理由により、これらの許可に係る行為又は利

用をすることができないとき。 

 第１７条中「第１６条」を「第１６条の２」に改める。 
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 第２０条の次に次の５条を加える。 

 （利用料金の額等） 

第２０条の２ 有料の公園施設（パークゴルフ場に限る。第２０条の４及び

第２０条の６において同じ。）を利用しようとする者は、その利用に関し

利用料金（地方自治法第２４４条の２第８項に規定する利用料金をいう。

以下同じ。）を指定管理者に納付しなければならない。ただし、運動の目

的以外に利用する場合は、第１４条第１項の規定による。 

２ 前項の規定により指定管理者に納付された利用料金は、指定管理者の収

入とする。 

３ 第１項の利用料金の額は、別表第４に定める額の範囲内において、指定

管理者が定める。 

４ 指定管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めようとするときは、

あらかじめ市長の承認を受けなければならない。その額を変更しようとす

るときも、同様とする。 

 （回数券） 

第２０条の３ 指定管理者は、必要があると認めるときは、前条第１項の利

用料金の額から２０パーセント以内の割引をした額をもって回数券を発行

することができる。 

 （利用料金の徴収） 

第２０条の４ 第２０条の２第２項の規定による利用料金は、許可の際徴収

する。 

２ 有料の公園施設を利用しようとする者は、前条の規定により発行された

回数券の購入をもって、所定の利用料金の納付に代えることができる。 

（利用料金の減免） 

第２０条の５ 指定管理者は、特別の必要があると認めるときは、市長の承

認を得て、第２０条の２第１項の利用料金を減額し、又は免除することが

できる。 

 （利用料金の返還） 

第２０条の６ 指定管理者が収受した利用料金は、返還しない。ただし、次

の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還する。 

 (1 ) 都市公園の管理上特に必要があるため、指定管理者が許可を取り消し
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たとき。 

 (2 ) 有料の公園施設の管理上特に必要があるため、指定管理者が許可を取

り消したとき。  

 (3 ) 第７条第２項の許可を受けた者の責めに帰することができない理由に

より、有料の公園施設を利用できないとき。 

 第２２条第３号中「使用の」を「利用の」に、「使用した」を「利用した」

に改める。 

 別表第２に次のように加える。 

戸崎公園 パークゴルフ場 

別表第４中「（第１４条関係）」を「（第１４条、第２０条の２関係）」

に改め、同表 (1 )の表備考第２号及び第３号中「使用する」を「利用する」に

改め、同表 (1)の表備考第４号中「使用時間」を「利用時間」に改め、同表 (2)

アの表備考第２号中「（昭和２３年法律第１７８号）」を削り、同表 (2 )アの

表備考第３号中「使用時間」を「利用時間」に改め、同表 (2)アの表備考第４

号中「使用する」を「利用する」に改め、同表 (2)アの表備考第５号中「使用

者」を「利用者」に改め、同表 (2 )アの表備考第６号中「承認」を「許可」に、

「使用した」を「利用した」に改め、同表 (2)アの表備考第９号中「使用時間」

を「利用時間」に改め、同表 (2)イの表備考第２号及び第３号中「使用する」

を「利用する」に改め、同表 (2)イの表備考第４号中「使用者」を「利用者」

に改め、同表 (2 )イの表備考第５号中「使用時間」を「利用時間」に改め、同

表に次の表を加える。 

 (3 ) 戸崎公園 

  パークゴルフ場利用料金 

          利用単位 

利用区分 

利用料金の額 

１８ホール 

一般・学生 ５００円 

児童・生徒 ２５０円 

備考 

１ この表において、「児童・生徒」とは中学生以下の者が利用する

場合をいい、「一般・学生」とはそれ以外の者が利用する場合をい

う。 
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２ 市外に住所を有する個人（市内に通勤又は通学する者を除く。）

が利用する場合における利用料金は、この表の規定による利用料金

の１０割増しの額とする。 

附 則 

 この条例は、平成３１年６月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

戸崎公園のパークゴルフ場を有料の公園施設と定めた上で、その利用料

金、利用時間等について規定したいので、この案を提出する。 
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議案第７０号  

上尾市公共下水道事業の設置等に関する条例の制定について  

上尾市公共下水道事業の設置等に関する条例を次のように定める。  

平成３０年８月２９日提出  

上尾市長  畠 山  稔  

上尾市公共下水道事業の設置等に関する条例 

（公共下水道事業の設置） 

第１条 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域

の水質の保全に資するため、上尾市公共下水道事業（以下「下水道事業」

という。）を設置する。 

（法の財務規定等の適用） 

第２条 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下「法」という。）

第２条第３項及び地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第

１条第２項の規定により、下水道事業に法第２条第２項に規定する財務規

定等を適用する。 

（経営の基本） 

第３条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉

を増進するように運営されなければならない。 

２ 事業区域は、下水道法（昭和３３年法律第７９号）第４条第１項に規定

する事業計画に定めた予定処理区域とする。 

（重要な資産の取得及び処分） 

第４条 法第３３条第２項の規定により予算で定めなければならない下水道

事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格（適正な対価を得てす

る売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額）が２，

０００万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡（不動産の信

託の場合を除き、土地については、1 件５，０００平方メートル以上のも

のに係るものに限る。）又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡

とする。 

（議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第５条 法第３４条において準用する地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４３条の２第８項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠
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償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償

責任に係る賠償額が５万円以上である場合とする。 

（議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等） 

第６条 下水道事業の業務に関し法第４０条第２項の規定に基づき条例で定

めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の

価額が５００万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の

決定で当該決定に係る金額が１５０万円以上のものとする。 

（業務状況説明書類の作成） 

第７条 市長は、下水道事業に関し、法第４０条の２第１項の規定に基づき、

毎事業年度４月１日から９月３０日までの業務の状況を説明する書類を１

１月２０日までに、１０月１日から翌年３月３１日までの業務の状況を説

明する書類を５月２０日までに作成しなければならない。 

２ 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとと

もに、１１月２０日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状

況を、５月２０日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の

予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。 

(1) 事業の概況 

(2) 経理の状況  

(3) 前２号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするた

め市長が必要と認める事項 

３ 天災その他やむを得ない事故により、第１項に定める期日までに同項の

業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、

市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

（上尾市公共下水道事業特別会計条例及び上尾市公共下水道管理基金条例

の廃止） 

２ 次に掲げる条例は、廃止する。 

(1) 上尾市公共下水道事業特別会計条例（昭和４６年上尾市条例第１６号）  

(2) 上尾市公共下水道管理基金条例（昭和５１年上尾市条例第５号) 
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（上尾市公共下水道事業特別会計条例の廃止に伴う経過措置） 

３ 前項の規定による廃止前の上尾市公共下水道事業特別会計条例による上

尾市公共下水道事業特別会計に係る平成３０年度の決算については、なお

従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

上尾市公共下水道事業に地方公営企業法の財務規定等を適用するに当た

り、公共下水道事業の設置及びその経営の基本に関する事項を定めたいの

で、この案を提出する。   
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議案第７１号  

工事請負契約の締結について  

下記のとおり工事請負契約を締結することについて、議決を求める。  

平成３０年８月２９日提出  

上尾市長  畠 山  稔  

  記  

１ 契 約 の 目 的       準用河川浅間川護岸工事  

２ 契 約 の 方 法       条件付一般競争入札  

３ 契 約 の 金 額       ２１６，５４０，０００円  

４ 契約の相手方  上尾市向山二丁目２０番地１５  

          株式会社早田工務店  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

準用河川浅間川護岸工事に関する工事請負契約を締結するため、議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年上

尾市条例第７号）第２条の規定により、この案を提出する。  
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議案第７２号  

   財産の取得について  

 下記のとおり自動車を取得することについて、議決を求める。  

  平成３０年８月２９日提出  

上尾市長  畠 山  稔     

                 記  

１ 自動車の数量  高規格救急自動車 １台  

２ 取 得 の 目 的  救急現場における高度な救急救命活動に充てるため。  

３ 取 得 の 方 法  条件付一般競争入札  

４ 取 得 価 格  ３１，５９０，０００円  

５ 契約の相手方  さいたま市西区中釘２０３０番地  

          埼玉日産自動車株式会社フリート営業部  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

高規格救急自動車を取得するため、議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例（昭和３９年上尾市条例第７号）第３条の規

定により、この案を提出する。   



－25－ 

議案第７３号  

   財産の取得について  

 下記のとおり自動車を取得することについて、議決を求める。  

  平成３０年８月２９日提出  

上尾市長  畠 山  稔     

                 記  

１ 自動車の数量  消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ｉ型） １台 

２ 取 得 の 目 的  火災現場における消火活動に充てるため。 

３ 取 得 の 方 法  条件付一般競争入札  

４ 取 得 価 格  ２０，４９８，４００円  

５ 契約の相手方  東京都千代田区外神田五丁目５番１１号  

          長野ポンプ株式会社東京営業所  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ｉ型）を取得するため、議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年上尾市条例第７

号）第３条の規定により、この案を提出する。  



－26－ 

議案第７４号 

   市道路線の認定について 

 下記のとおり路線を認定することについて、議決を求める。 

  平成３０年８月２９日提出 

上尾市長  畠 山  稔     

 記 

路線認定調書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

  都市計画法の規定に基づき市に帰属した道路を市道路線として認定した

いので、道路法第８条第２項の規定により、この案を提出する。 

路 線 名 起    点 終     点 

重 要 

な 経 

過 地 

１０７７７号線 
上尾市泉台三丁目２１

番地先 

上尾市泉台三丁目２１

番地先 
 

２１７６８号線 
上尾市井戸木四丁目３

７番地先 

上尾市井戸木四丁目３

７番地先 
 

４０５４４号線 
上尾市大字大谷本郷字

後耕地７６６番地先 

上尾市大字大谷本郷字

後耕地７６６番地先 
 

５１１３５号線 
上尾市愛宕二丁目２０

１番地先 

上尾市愛宕二丁目２０

１番地先 
 

５１１３６号線 上尾市栄町５８番地先 上尾市栄町５８番地先  



－27－ 

議案第７５号  

損害賠償の額を定め、和解することについて  

下記のとおり公用自動車による人身事故及び物損事故の損害賠償の額を定

め、和解することについて、議決を求める。  

平成３０年８月２９日提出  

上尾市長  畠 山  稔  

  記  

１ 相 手 方 市外在住の男性  

２ 事故の概要 平成２９年５月１６日午後２時２０分ごろ、上尾市大字西  

        門前２５２番１地先路上で、公用自動車が道路交差点手前  

の車線右折帯に進入した際、前方を注視することを怠った  

ため、急制動をかけたものの間に合わず、停車中の車両に  

追突し、当該車両の運転手を負傷させ、及び車両を損傷さ  

せたもの  

３ 和解の要旨 市は相手方に対し、損害賠償金として、１８８万７，８５

７円を支払う。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

公用自動車による人身事故及び物損事故の損害賠償の額を定め、和解し

たいので、上尾市水道事業の設置等に関する条例（昭和４１年上尾市条例

第２６号）第７条の規定により、この案を提出する。  



－28－ 

議案第７６号  

損害賠償の額を定め、和解することについて  

下記のとおり公用自動車による人身事故の損害賠償の額を定め、和解する

ことについて、議決を求める。  

平成３０年８月２９日提出  

上尾市長  畠 山  稔  

  記  

１ 相 手 方 市外在住の男性  

２ 事故の概要 平成２９年５月１６日午後２時２０分ごろ、上尾市大字西  

門前２５２番１地先路上で、公用自動車が道路交差点手前  

の車線右折帯に進入した際、前方を注視することを怠った  

ため、急制動をかけたものの間に合わず、停車中の車両に  

追突し、そのはずみでその車両が１台前に停車していた車  

両に追突し、当該１台前に停車していた車両の運転手を負  

傷させたもの  

３ 和解の要旨 市は相手方に対し、損害賠償金として、１５７万１，４６

２円を支払う。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

公用自動車による人身事故の損害賠償の額を定め、和解したいので、上

尾市水道事業の設置等に関する条例（昭和４１年上尾市条例第２６号）第

７条の規定により、この案を提出する。  



－29－ 

議案第７７号  

   教育委員会委員の任命について  

 上尾市教育委員会委員に下記の者を任命することについて、同意を求める。  

  平成３０年８月２９日提出  

                  上尾市長  畠 山  稔  

  記  

○○○○○○○○○○○○  

小 池 智 司  

○○○○○○○○○○  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

  教育委員会委員岡田栄一氏の任期は、平成３０年９月３０日で満了とな

るが、後任として小池智司氏を任命することについて同意を得たいので、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、こ

の案を提出する。



 

 


